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国連における出向制度の意義と問題点

一一ヤキメッツ事件の紹介と解説を中心に一一

横田洋一

I はじめに

国連職員に代表される国際公務員については，一般に独立性’国際性，

およぴ効率性が要求されている：

独立性とは，国連職員が特定の加盟国政府あるいはその他的機構外の

団体から独立して存在し，活動するということを意味する。このことを，

国連憲章第 100条1項前段は次のように規定する。

「事務総長及ぴ職員は，その任務の遂行に当って，いかなる政府かお

も又はこの機構外のいかなる他の当局からも指示を求め．又は受けて

はならない。」

国際性とは，国連職員は国連の目的実現のために憲章に規定された職

務を忠実に履行することを任務とするということで，国際的忠誠義務と

もいわれる。このことを，国連憲章第 100条 1項後段は次のように規定

する。

「事務総長及ぴ職員は，この機構に対してのみ責任を負う国際的職員

としての地位を損ずる虞のあるいかなる行動もt真しまなければならな

し、。」

以上の二つの原則，すなわち，国連職員の独立性と国際性を一層確実

に保障するために，国連憲章は，以下町三つのことを規定している。

（イ） まず，憲章第 100条2項は，加盟国に対して，国連職員の独立性

および国際性を尊重するよう次のように規定するロ

「各国際連合加盟国は，事務総長及ぴ職員の責任のもっぱら国際
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的な性質を尊重すること並ぴにこれらの者が責任を果すに当って

これらの者を左右しないことを約束する。J

（吋次に，国連職員の任用に当たっては，法の定める基準および手続

きに従って，事務総長が独立して行うこととされている。憲章第

JOI条1項はこのことを次のように規定している。

「職員は，総会が設ける規則に従って事務総長が任命する。」

やす また，国連職員は，その任務を特定の加盟国（ときには非加盟国）

の主権の影響下で行わなくてすむように，一定の特権および免除

を享有している。憲章第 105条Z項は，このことを次のように規

定している。

「この機構の職員は，この機構に関連する自己の任務を独立に遂

行するために必要な特権及び免除を享有する。J

きて，国連職員に要求されている第3の原則である効率性とは，職務

を能率的，効果的に遂行することである。国連憲章はこのことを直接明

文で規定してはいないが，あらゆる組織に当然に要求されている一般原

則として，国連職員の場合にも前提とされている？国連憲章第 JOI条3

項の次の規定は，この推定を根拠つ占ける。

「職員の雇用及ひ・勤務条件の決定に当って最も考慮すべきことは，最

高水準の能率，能力及ぴ誠実を確保しなければならないことである。」

ところで，この職員任用における能力主義については，いわゆる「地

理的配分の原則」とのバランスが，理論的にも，また実際的にも問題に

されてきた？国連憲章第 101条3項の後段は，この地理的配分につき次

のように規定する。

「職員をなるべく広い地理的基礎に基づいて採用することの重要性に

ついては，妥当な考慮を払わなければならない。」

以上に概観した国連職員に要求される諸原則については，これまで多

くの著書，論文が出され，理論面，実際面の議論もほとんど出尽くした

感がある。しかし，現実には，これらの諸原則をめぐる問題が国連を中



出向制度的意義と問題点 35 

心とする国際機構において今ても日常的に起こっており，学会において

も新たな対応の必要がでてきている。とくに，近年国際機構に関する法

学的，政治学的，行政学的分析が進む中で，この古典的ともいえる国際

公務員の諸原則をめぐる問題に，新たな光を当てる必要が生じてきてい

る。

このことをはっきり筆者に認識させたものは，最近国際司法裁判所（I

CJ）がだした「国際連合行政裁判所第333号判決の審査請求事件」（いわ

ゆる「ヤキメ yツ事件」）に関する勧告的意見である？それというのもこ

のヤキメッツ事件は，上に見た国連職員の諸原則のすべてにかかわる問

題占を含んでおり，とりわけ，国連の実践において広〈行われているが，

憲章上明文の根拠のないいわゆる「出向」の制度と，上にのべた諸原

則との関係を考える上で興味深い論点を提起しているからである。そこ

で本稿では，このヤキメッツ事件の概要と裁判所の意見を紹介L，それ

に出向の問題を中心に筆者の若干のコメントを加えることにより，国際

公務員の諸原則にかかわる新たな議論の参考に供したいと思う。

II ヤキメツツ事件の概要

ヤキメッツ（VladimirVictorovich Yakimetz）は，もともとソビエト

国籍をもち， 1969年から 5年間，国連本部のロシア語翻訳諜にP-4ラン

クの校閲官（reviser）として勤務したあと一旦帰国し， 1977年12月27日，

再ぴ国連に採用された。このときも，ソビエト政府からの出向（second-

ment）の形で， 5年間の期限付き契約のもとに，前と同じ課に同じ p4 

の校閲官として任用された（もっとも，辞令には「出向」であることは

明記されていなかった）。 1981年10月5日，ヤキメンツは国際経済社会

局事業計画調整部事業計画課にプログラム担当官として転属した。同氏

は1982年12月6日， p 5のランクに推薦されることになり，また，同8

日付の辞令で，同26日に切れる同氏の任周期限が1年間延長された。同

辞令には，特記事項の欄に「ソビエト政府からの出向」と記されていた。



36 

1983年2月8B，事業計画調整担当事務次長は，ヤキメッツに同年12

月26日の雇用契約期限満了後も契約を更新する意思があることを伝え，

同氏の意向を尋ねた。同じ頃，ソビエト当局は，ヤキメッツの代わりに

別の人を国連に派遣することを考え，同氏に対し早急にモスクワに帰っ

てその交替要員に必要な訓練を施すよう要請した。しかし，その目的の

ためのヤキメ yツの休職の申請は，国連によって許可されなかった。同

9日，ヤキメッツはアメリ力に亡命（asylum）を申請した。同10日，ヤキ

メッツはソビエトの対国連常駐代表に，同国の外務省および同国政府の

あらゆる役職から辞任すること，ならびにアメリカ政府に亡命を申請し

たことを通告した。同じ日に，ヤキメッツは国連事務総長に書簡を送り，

アメリカの永住権（permanentresident status）を取得する意思がある

ことを通告した。同氏はこの書簡において，アメリカに亡命を申請した

こと，ソビエト政府のあらゆる役職から辞任したことにも言及し，「国連

との雇用契約上の義務をすべて果たす希望と意思を有している」ことを

確約した。

1983年 2月28日，国連の人事部長はヤキメッツに対して，同年3月1日

から別に通告のある日まて”有給の特別休職（specialleave with full pay) 

に処するとする事務総長の決定を伝えた。ヤキメッツは同日，同部長あ

てに書簡でこの特別休暇処置の明確な理由を尋ねた。同11日，人事部長

はヤキメ yツの上記書簡に答える形の書簡を同氏に発L，以後通告のあ

るまで，国連の利益のために，国連の施設内に立ち入らないよう命じた。

同17日，ヤキメソツは事務総長に書簡を送り，特別休職処置の再審査を

請求すると同時に国連施設内立ち入り禁止処置がどうして「国連の利益

のため」なのかについて説明を求めた。同 6月29日，ヤキメッツは（い

かなる理由，経過によるものかは明確でないが，多分， 1982年12月6日

付の昇格推薦が手続き的に完了したためであろう）同4月1日にさかの

ぼってP-5に昇格した。

1983年IO月25日，ヤキメッツは事業計画調整担当事務次長に覚書を送
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り，同年12月26日をもって同氏と国連との期限付雇用契約が終了するこ

とに注意を喚起し，同氏の業務成績をもとに国連との契約が延長される

こと，あるいはむしろ終身雇用（careerappointment）に切り替えられる

ことを希望する旨を伝えた。同事務次長は11月8日の返書においてヤキ

メソツの業務成績を高〈評価し，「この局の責任者としての私の見解によ

れば，貴殿町契約の延長を提案することには何等の問題もなししたが

って，しかるべき時になったらそう提案するつもりです」と述べた。

同年11月23日，職員課評、長代理は，事務総長官房からの指示により，

「貴殿との期限付雇用契約が終了する 1983年12月26日以降同契約を延長

する意思が国連にない」旨をヤキメッツに伝えた。 11月29日，ヤキメッ

ツはこの決定に抗議する書簡を人事担当事務次長に送った。この書簡に

おいて，ヤキメ yツは，国連総会決議37/126の第W部第 5項に基づき，

同氏には既得権（acquiredright）があると主張した。同決議の第N部第5

項は次のように規定する。

「（総会は）期限付で任用された職員については， 5年の間継続的かっ

円滑に職務を遂行した場合には，終身任用のためのあらゆる妥当な考

慮が払われるものと決定する。」

同年12月2日，事業計画調整担当事務次長は人事担当事務次長に書簡

を送り，「このような決定が担当部局の責任者に相談なくなされたことは

異常である（extraordinary）」と述べた。

一方，ヤキメッツは， 12月13日，上記決定を再考慮するよう書面で事

務総長に要請した。これに対して，人事担当事務次長は次のように回答

した。

「事務総長は， ー ・12月13日付の貴殿町行政審査の請求を注意深〈検

討しました。

貴殿は同書面において，業務成績と上司による評価に言及したうえ

で，かかる状況のもとでは，『ほとんどの職員は，総会決議37/126に基

づき，終身任用のためのあらゆる妥当な考慮が払われることを期待す
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るであろう』と述べております。

しかし，貴殿の場合は，同様の業務成績をもっほとんどの職員とは

事情が異なっています。つまり，貴殿は，本国の公務員からの出向を

前提として国連と雇用契約を結んでいるからです。現在の契約が締結

された際，貴殿の本国は l年の期限で貴殿を出向させることに同意l.

この了解は貴殿自身了知していることです。したがって，この契約の

更改には，最初の契約の当事者全員の同意が必要です。

さらに，貴殿は期限付で任用されました。ということは，職員細則

第104.lZ(b）に明文で規定するように， r更改あるいは他の形態の任用へ

の変更の期待を与えるものではない』のであります。

以上の理由から，事務総長は，賞殿の12月13日付の覚書にあるよう

に1983年11月23日の書簡をもって賞殿に伝えた決定を変更する必要は

ないと考えます。この決定は変わりません。したがって，事務総長に

は，行政決定を変更し，貴殿の名前を権限ある任用昇格機関に終身任

用のための妥当な考慮のために回付するようにという貴殿の要請に従

う用意はありません。

もし貴殿が提訴を希望するのでしたら，事務総長は，貴殿のケース

を行政裁判所ωに付託することに同意する用意があります。J

1984年 1月6日，ヤキメ yツはこの件を国連の行政裁判所に提訴した。

同裁判所は， 1984年6月8日，概要次のような判決を下した。

（イ） ヤキメ yツと国連の間の雇用契約は，ソビエト政府からの出向に

基づくものであった。この期限付雇用契約は，同氏に雇用延長の

期待をもたせるものではない。

（ロ）総会決議37/126は，事務総長を拘束する。同決議は「あらゆる妥

当な考慮」を誌がするか，また，どのような手続きでするか，に

ついて明確にしていないが，何が「妥当な考慮」かについての判

断権は，事務総長が持っている。そして，事務総長は，出向とい

う条件を前提にして，明らかに（終身雇用の前提となる）試験任用
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をヤキメ yツに認めない決定を下す過程で，妥当な考慮を払った。

ただ問題は，期限付任用契約の終了する1983年12月26日以前に，

ヤキメ yツの終身任用について「あらゆる妥当な考慮」を払った

ことを，明文て柄本人に伝えなかったことである。しかし，このこ

とでヤキメソツが不利益を被ったという証拠はない。

付本件に関して，事務総長は，いかなる加盟国からも指示を受けた

事実はなしまた，憲章第 100条l項に違反して特定的加盟国の

意向を国連の利益に優先させた事実はない。

この国連行政裁判所の判決を不服とするヤキメソツは， 1984年 6月21

日，行政裁判所判決審査請求委員会に審査を要請した？国連行政裁判所

規程第11条l項は，同委員会が！CJの勧告的意見を求めることができる

理由として，次の4つを明記している。

(1）行政裁判所が，その権限または管轄権を除越したこのと。

(2）行政裁判所が，与えられた権限の行使を怠ったこと。

(3) 国連憲章の規程に関連する法律問題についての判断を誤ったこと。

(4）正義を損なうような手続き上の基本的な誤謬を犯したこと。

ヤキメッツは，これらすべての理由を根拠として！CJの樹J昔的意見を

求めるよう審査請求委員会に要求したが，委員会は，議論の末， 1984年

8月28日，上記（1）および（4）については本件判決に問題はなし（2）および

(3）については，申請にもっともな理由があるとして，！CJに勧告的意見

を要請することを決定し，下記の内容の同日付書簡を！CJに送付した。

r .....・行政裁判所判決審査請求委員会は．以下町諸点につき国際司法

裁判所の勧告的意見を要請する。

(1) 国連行政裁判所は， 1984年 6月邑目的判決第333号において， 1983

年12月26目的契約終了以後請求人（ヤキメッツ）の雇用を継続する

上で法的障害が存在したかどうかという問題に答えなかったこと

により，裁判所に与えられた権限の行使を怠ったか。

(2) 国連行政裁判所は．同判決において，国連憲章の規程に関連する
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法律問題についての判断を誤ったか。」

IC］は， 1987年 5月27日，上記いずれの点についても否定的勧告的意

見を下した。第1点については全裁判官一致で．第2点については11対3

で，判断が下された。なお，この意見には，ラソクス（ManfredLachs）判事

が宣言乞エライアス（主 0.Elias），小田滋，アゴー（R.Ago）の3判事が

それぞれ個別的意見を，そしてシュウエベJレ（StephenM. Schwebel), 

ジェニングス（RobertY. Jenmngs），エベンセン(JensEvensen）の 3'flJ 

事がそれぞれ反対意見を付している。

Ill ICJ勧告的意見の要旨

!CJはまず第 1点，すなわち「国連行政裁判所は， 1984年 6月8日の

判決第 333号において， 1983年12月26目的契約終了以後雇用を継続する

上で障害が存在したかどうかという問題に答えなかったことにより，裁

判所に与えられた権限の行使を怠ったか」につき，概要次のように判断

した。

「行政裁判所は， r法的期待』の主張を検討した上で，請求人（ヤキメ

ッツ）の第 1の主張とは異なり，『国連勤務中請求人は出向てーあった」

と判示した。また，同裁判所は，被告（国連）が， 1983年12月21目的書

簡において，『この契約の更改には，最初の契約の当事者全員の同意が

必要であるから，現状においては，契約の更改はありえない』と述べ

たことに留意した。また，同裁判所は，被告が職員細則第104.12(b）の

『期限付任用は更改あるいは他の形態の任用への期待を与えるもので

はない」という規定に依拠したこと，および請求人が，かれの期限付

任用の期間終了後も継続して任用されるということを期待したことに

つき十分な証拠を提出しなかったことを確認した。そして，さらに同

裁判所は，『請求人がソビエト政府からの出向である以上，同氏のい

かなる行為も任用更改の法的期待を生み出すものではない』と判示し

た。」
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「行政裁判所は，『雇用を継続する上で法的障害が存在したかどうか」

については明確にせず，『任用更改の法的期待を生み出すものではない」

と判示したが（そしてこのことがある意味において r法的障害』となる

が），終身任用のための『妥当な考慮』は払われた，とした。別の言い

方をすれば，事務総長は総会決議37/126によって『あらゆる妥当な考

慮』を払うよう義務付けられており，そのうえでかれが自身に与えら

れた裁量権を行使して適当と判断すれば，終身任用のための法的障害

はなくなる，と同裁判所は判示した。そして，出向という事実によっ

て，請求人的雇用の継続的『法的期待』は断たれた（したがって，出

向という事実が法的障害となった）と判示した。」

「要するに，本裁判所は，行政裁判所の判決第333号の内容を適切に

分析した結果，同行政裁判所は， 1983年12月26日の契約終了以後請求

人的雇用を継続する上で法的障害が存在したかどうかという問題に答

えなかったことにより，裁判所に与えられた権限の行使を怠ることは

なかったと判断する。」

次に，！CJは，勧告的意見を求められている第2の問題，すなわち，

「国連行政裁判所は，同判決において，国連憲章の規定関連する法律問題

についての判断を誤ったかどうか」について検討し，次のように判示した。

「行政裁判所が判断を誤ったと請求人によって主張された憲章の関連

条文の第 1は，憲章第 101条1項の r職員は，総会が設ける規則に従

って事務総長が任命する』という規定である。請求人は，（事務総長に

職員任命の権限があることは認めるが）事務総長の職員任命の権限は

憲章第 101条1項の規定によって『総会が設ける規則』に制約を受け

ているとした上で，『行政裁判所は，過去に自らが下した判決で明確に

した事務総長の（人事）裁量権の妥当性の法的基準およびその裁量権

の制約を本件に適用しようとはしなかった』と申し立てた。……しか

し，本裁判所は，行政裁判所の判決を正しく理解すれば，憲章第101

条l項の問題はまったく生じないと思料する。行政裁判所の（過去の
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判決で述べられた）『本件においては，被告（国連）が市妥当な考慮’の

唯一の判定者である』という文言は，『事務総長の決定が妥当かどうか

の唯一の判定者が事務総長である』ということを意味するものではな

い。むしろ， rいかなる手続きをとることが‘妥当な考慮。をしたこと

になるか，ということの決定者が事務総長である』ということを意味

している。J

r行政裁判所が法的判断を誤ったと請求人によって主張された憲章の

関連条文の第 2は，憲章第 100条1項の r事務総長及ぴ職員は，その

任務の遂行に当って，いかなる政府からも又はこの機構外のいかなる

他の当局からも指示を求め，又は受けてはならない。事務総長及ぴ職

員は，この機構に対してのみ責任を負う国際的職員としての地位を損

ずる虞のあるいかなる行動も慎まなければならないιという規定であ

る。 ・・・請求人は，事務総長からの書簡は，請求人を引き続き任用す

るためにはソビエト政府の同意を必要とするということを示唆するが，

これは，被告自身がのちに誤りであることを認めたように， 行政裁判所

もこれが憲章第 100条1項からの逸脱であることを認定すべきであっ

たのにそれを怠ったと主張した。（しかし）本裁判所はこの請求人の主

張を認めることはできない。……請求人は，事務総長が請求人的本国

の同意がなければ閑人的雇用の継続はまったくありえないといってい

る，と想定しているが，本裁判所はそうは判断しない。 一これは，

行政裁判所が事実について下した決定にかかわる性質の問題であるか

ら，ここでこれ以上検討する必要はないように思われる。」

「請求人は．次の点でも憲章第 100条との関連で法的判断の誤りがあ

ったと主張した。すなわち，......ー行政裁判所は，判決第 333号におい

て，ある加盟国に対する攻撃を回避するために一人の職員が国連の施

設内に立ち入ることを禁止されたことの不当性を認定することを怠っ

た』という主張である。……しかし，行政裁判所は，同裁判所規定第

2条によって『雇用契約』または r任用条件』の不履行の申し立てに
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っき管轄権を有しているが，国連施設内への立ち入り禁止はこの種の

問題とはいえず，同裁判所はこの点に関して判断を要求されない。・・

したがって，本裁判所は，この在につき行政裁判所が憲章の規定に関

連する法律問題についての判断を誤ることは，まったくありえないと

思料する。」

「次に請求人が問題にする条文は，憲章第101条3項の『職員の雇用及

ぴ勤務条件の決定に当って最も考慮すべきことは，最高水準の能率，

能力及ぴ誠実を確保しなければならないことである。職員をなるべく

広い地理的基礎に基づいて採用することの重要性については，妥当な

考慮を払わなければならない。』という規定である。一 ・請求人は『業

務評価において十分に能率，能力および誠実を有することが示され，

上司から無条件の支持を得た職員は，外部の副次的，不当な要素の介

入により，（採用の）考慮から排除されてはならない』と主張する。

ーしかし，憲章第101条の『最も考慮すべきこと』という文言は『唯

一の考慮』と同義ではない。それは，通常，それ以外のものより重い

比重をもっ r考慮』ということを意味するにすぎない。」

「（以上の理由から）審査請求委員会が意見を求めた第2の点につき，

本裁判所は，国連行政裁判所は，（判決第 333号において）国連憲章の

規定に関連する法律問題についての判断を誤らなかったと判断するロ」

N 本勧告的意見の問題点

以上多少詳しく見たように， ICJは，審査請求委員会が求めた二つの

点につきいずれも否定的判断を示し，ヤキメッツの請求を斥けた国連行

政裁判所の判決（第 333号）を結果として支持する勧告的意見を下した。

この意見には，ラックス判事の宣言，エライアス判事，小田判事，ア

ゴー判事らの個別意見にも見られるように，「審査請求委員会の質問の立

て方が明確あるいは適当であるか」，「行政裁判所の判決を審査する ICJ

の役割は，いわゆる『上訴審』かどうか」といった手続き上の重要かっ
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興味深い問題が含まれているが，本稿の主たる関心は国連職員に関する

憲章上の諸原則との関連において本勧告的憲一見を検討することにあるか

ら，この点についてあまり深〈言及しない。

また本勧告的意見には，エベンセン判事の反対意見が最後に指摘する

ように，ヤキメ yツの個人の人権あるいは労働者としての身分保障とい

う重要かつ興味深い問題も潜んて。いるが，この点については，本勧告的

意見はまったく言及しておらず，また，本稿の当面の関心からも外れる

ので，ここでは立入った議論は行わない。

さらに，本意見には，ヤキメ yツがアメリカに亡命を申請した直後，

かれの国連施設内への立ち入りを禁止する措置を国連がとったが，この

措置の適法性，妥当性についても，！CJは直接判断を示さなかったし，

本稿の関心から外れるので，ここでは深〈扱わないこととする。

さて，本稿において，ヤキメ yツ事件に関する！CJの勧告的意見が重

要な問題提起をしていると思われるもっとも中心的問題は，「国連におい

'" て広〈行われている政府からの出向と憲章が要求する諸原良rjとのかか

わり」である。

いいかえると，出向は，関係政府の了解ないし協力がなければならな

いが，これは憲章が要求する独立性および国際性の原則と調和するかど

うかという問題である。また，出向は，関係政府の推薦する候補者を国

連が受け入れることを意味するが，このことは憲章が要求する職員採用

の際の能力主義的原則と矛盾しないかという問題もある。

ヤキメ yツ事件に即して，これらの原則上の問題がどのように提起さ

れるかを見てみると，次のようになるだろう。

(1) 出向という形で期限付きで任用された国迷職員は，本園内了解が

なければ任用の更新あるいは終身任用への切り替えは行えないか。

もしそうだとしたら，それは憲章第 100条1項が規定する独立性

の原則に反しないか。また，このような了解を与えない本国政府

は，憲章第 100条2項の要求する国連職員の独立性尊重の義務に
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違反しないか。

（吋 出向という制度は，それに基づいて任用される職員の本国政府に

対する忠誠を残したまま国連の職務に従事することを前提とする

が，そうすると，亡命を申請した職員はこの本国政府への忠誠の

条件を欠き，国連職員としてのふさわしい条件を欠くことになる

か。また，そうだとすると，この制度は，憲章第！C8条l項後段

の国際性の原ijljとどう調和するか。

付ヤキメ yツの業務成績および上司の評価はきわめて高かったが，

それにもかかわらず，本人の希望およひ同関係部局の責任者の強い

推薦に反して任用期間の延長ないし終身任用への変更が認められ

なかったのは，憲章第 IOI条3項の能力主義の原目ljに反しないか。

これらの諸点に関する！CJの意見は，すでにIIIで見たので繰り返さな

い。ただ，本勧告的意見が結論的にヤキメッツの審査請求を斥けたこと

により，本国政府の帰国命令に従わず．外国に亡命を申請した国連職員

が，出向という特別の任用制度のもとで，本人が希望L，十分能力があ

ると客観的に示されているにもかかわらず，国連職員の身分を失ったと

いう事実は残る。そして，このことは，これまで，国際公務員制度につ

いて論じられてきた一般的見解，すなわち，国際公務員は，機構外のプ

レyシャーから独立して職務を行い，機構に対してのみ忠誠を誓い，能

力にしたがって任用される，という原則が，〈国連行政裁判所ー→審査請

求委員会ー→国際司法裁判所〉という司法手続きによっては，完全に守

られえないということを，われわれに教えてくれている。

すなわち，！CJは，出向職員の任用更新あるいは終身任用への切り替

えは，本国政府の許可が必要であるとは明言しなかったが，現に本国政

府が許可しなかったヤキメッツの任用更新あるいは終身任用への切り替

えを認めなかった事務総長の決定を黙認することにより，結果として本

国政府の許可を条件とする慣行を容認した。そして，そのことは，憲章

が要求する職員の独立性とのかかわりで，大きな法律上の問題を残すこ
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とになる。

また， ICJは，許可を与えなかった本国の行為が憲章第 100条2項の

独立性尊重の義務に違反しないか，という問題については，とくに言及

もせず判断も示きなかった。これは，ヤキメッツの本国であるソビエト

の義務違反が本件の論点ではなしそもそもソビエトは本件の直接の当

事者でもないから，この点の判断をICJに求めることは初めから無理が

あることから，むしろ当然のことといえよう。しかしいずれにしろ，事

実上，本固め意向を反映する事務局の決定を黙認することによって，本

国にこの点でフリーハンドを容認したことになり，憲章の規定との調和

の問題が残る。

次に， ICJは，憲章が要求する国連戦貝の国連への忠誠の問題につい

ては，ほとんど明確な判断を示さなかった。しかし，事実の経過を見る

と，アメリカへの亡命の申請がヤキメッツの本国の同氏に対する決定的

もっとも重要な理由となったことが推察でき，それをそのまま受け入れ

た事務総長の決定を容認した！CJの意見は，出向身分の職員については，

本国への忠誠を結果として重視したことを意味することになろう。そし

て，そのことは，憲章が要求する国際性の原則との組艇が問題として残

ることを示している。

最後に， ICJは，能力の商でまったく問題のないヤキメッツを最終的

に任用しなかったことにより，能力を第 1の基準として任用すべきとす

る国連憲章第 101条3項の規定から外れた慣行を黙認することとなった。

本件に関する ICJの勧告的意見は，手続き的制約という問題はあるが，

出向という事実上広〈行われている慣行を黙認するという結果を生じた。

そして，このことは，理論的に国連憲章の職員に関する諸原則に決定的

影響を与えるものである。このことを踏まえて，出向と憲章上の諸原則

との関係を，もう一度検討し直す必要がある。 ICJの勧告的意見は，こ

の点につき，解決はなにひとつ示さなかったが，問題のありかと重要性

をわれわれに示したという点で，その意味は大いにある。
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いので，とくに設置された行政裁判所判決審査請求委員会を通じて行う。この

委員会が，判決に不服な加盟国．事務総長，または個人による審査請求に，実

質的根拠があると決定したならば，意見を要請するa」（太寿堂鼎「国際連合行

政裁判所」 r国際法辞典』，国際法学会編，鹿島出版会，昭和50年， 238頁）。な

お．行政裁判所の判決に不服な当事者が国際司法裁判所の勧告的意見を求める

手続きに関しては. Leo Gross，“Participation of Individuals in Advisory 

Proceedings before the International Court of Justice Qu白討叩 ofEquality 

between the Parties，” Tire Americon]ournal oflnten昭 tionalLaw, Vol.52, 1958, 

pp.16 40幸四。

(7) 出向については，加盟国政府からの出向のほかにー企業や団体からの出向もあ

るが，本稿では，加盟国政府からの出向を問題にしている。なお，出向的問題

Ii，人によっては，臨時職員の問題として論じている。例えば， Schermers, 

op cit., pp 209-212. 

(8）本稿脱稿後，筆者は，ジュネープにおける国連関係の会議（人権委員会差別撤

廃および少数者保護小委貝全）に出席L，ソビエト政府が出向の制度を見直t,,

ソビエト国民が国連の恒久職員となる可能性を一定の範囲で容認する方向に政

策を転換しつつあることを耳にした。そのような政策転換によって，ヤキメァ

ツ事件のようなケースは少なくなるだろうが，日本を合的，多くの国が出向制

度を活用している現状においては，ヤキメッソ事件が提起した問題点は，その

まま残されているといえよう。
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SOME PROBLEMS OF SECONDMENT 

IN THE UNITED NATIONS SECRETARIAT 

一一Witha Particular Emphasis on the Recent I. C. J. 

Ad吋soryOpinion on曲eYakimetz Case -

<( Summary }> 

Yozo Yokota 

百吐spaper analyzes the widely-practiced system of secondment in由e

recruitment of the Uruted Nat10ns staff It has been ar伊edby many 

authors血atsecondment from世田 governmentof血eU. N.'s member 

States is deroga!Jve of the pnnciples of mdependence, mternationahty, 

and merit required under the Charter. It seems to conflict wi也血e

independence of the U. N. Secretariat because it gives away autonomy of 

personnel administration to a part1cul町 memberState concerned. It 

seems to contradict the principle of internationality because a seconded 

staff remains faithful to his/her home government whilst he/she is 

reqmred to be loyal only to the U.N. under the Charter. Furthermore, 

世田 secondmentsystem does not seem to stand toge也erm血血epnn-

ciple of recrui出 g也estaff on也ebasis of merit. 

Jn 1987，血eJnternationai Court of Justice delivered an advisory 

opinion on血eYakimetz case which giv田 hghton血isqu田tionof 

secondment and the principles of由eU. N. staff. Mr. Y akimetz has 

served血血eU. N. Secretanat for almost ten y抽 出mtotal, on the basis 

of secondment from世間 SovietGovernment, first as a Russian language 

specialist and later as a program officer. Jn 1983, his second five-year 

fixed-term contract m也也eU N. (which had been extended by one 

year) was due to expire Mr. Yakimetz wanted to continue to work in血e

U. N., but his go四 rnmentwas considenng replacmg him wi也阻0也er
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go四mmentofficial. He applied for asylum in the United States. A few 

months later, the Secretary-General of也eU. N. informed Yakimetz 

血athe did not consider it possible to extend the contract wi也Yakimetz

because吐iesupport of the Soviet Gove口町田ntW拙 lacking.Mr Ya』dmetz

brought his complaint to也eU. N. Administra世間 Tribunal,which 

r句ectedhis claim. Mr. Y akimetz, through血e“ReviewCommittee，＇’ 

requ田tedfor阻 advisoryopin10n of世田 I.C. J , msistmg, among others, 

that血eAd mi血strativeTribunal erred in也einterpretation of the 

provisions of血eCh町ter.

τhe l.C.J. found血at廿ie Administrative Tribunal did not mis-

interpret the Charter provisions. It said也atMr Yakimetz was on second・ 

ment from the Soviet Government when he was serving in也eU.N. 

Secretanat, but did not agree with the claimant’s view血atthe Secretary・ 

General did not extend the claimant’s contract because the home govern・ 

ment did not support. It further said也atthere was no con吋ncing

evidence也atthe Secretary-General had received a direct mstruction 

from the Soviet Government on世間 Yakimetzc田e阻 d也ereおre也ata 

question of independence of the Secretariat would not arise. It finally 

said血atthe Charter does not stipulate也ata staff member should be 

recrmted only on the basis of ment Hence, there was, according to也e

I C.J 's opin10n, no problem m 吋ectmgY aldmetz's applicat10n for an 

extension of his contract even though he was well-qualified. 

Al白ough也eI. c. J’s op皿onwas the only po田ibleanswer because 

it was acting under very limited au由ority,it could have dealt wi白血e

qu田lionof secondment and the Charter p血tciplesof也eU. N. staff 

more directly and加 moredetail because吐usis a very important由eo-

retical皿dp阻 cticalquestion血athas not so far been treated properly by 

世田 scholarsor by o血ertribunals 


